
宜野湾市監査委員告示第 ５ 号 
 
 
地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査の結果について、同条第９項の

規定によりその結果を次のとおり公表する。 
 
 
 平成２２年１１月８日 
 
                        宜野湾市監査委員 
                          米 須  厚 
                          上 地 安 之 
 
 
１．監査の期間 
   平成２２年９月２１日から１１月８日まで 
 
 
２．監査の対象  総務部   

○総務課  ○人事課  ○行政改革室  ○ＩＴ推進室    
○契約検査課  ○税務課  ○納税課                                                                                                 

 
３．監査の範囲 
   平成２２年度財務に関する事務の執行 
   ・平成２２年度の契約関係文書 
   ・その他 
 
４．監査の結果について 

今回の定期監査については、契約事務を重点に実施した。一連の事務について

は概ね適正に執行されているが、次のような不備があったので改善していただき

たい。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



○  人事課 

１．次の契約については、「過去に携わった研修が企業や官公庁・学校や医療現場    

など幅広い分野での高い評価を得ている」、「沖縄県自治研修所講師、県内各

自治体及び本市での研修実績がある」、「全国的に研修実績がある」、「産業

保健の分野に意欲的な医師で、職員の意識向上に指導力が特に必要とされるた

め」、「メンタルヘルスの予防活動も含め、産業保健に精通する知識を必要と

するため」との理由で市財務規則第１１３条の２第１項のただし書きを適用し

て１者又は１社を特定のうえ契約に至っているが、同項ただし書きで言う「特

別の事情」とは、特許をもっていたり、当該業務を行なえる者が他にいないと

いう場合等が該当するものであり、前述の理由だけでは該当しないものである。 

（１）平成２２年度  新採用職員研修委託 

（２）平成２２年度臨時・嘱託職員「接遇・コミュニケーション」研修委託 

（３）接遇・コミュニケーション研修委託 

（４）宜野湾市法制執務研修（２日コース） 

（５）産業医委託（内科） 

（６）産業医委託（精神科） 

 

 

○ 税務課 

１．次の契約については、決裁年月日、完結年月日の記入もれがあり、文書取扱

規程第２７条及び第３８条に基づき、適切な事務処理に努められたい。 

  （１）平成２２年度図面管理システム異動修正業務委託契約 

 （２）平成２３年度土地評価に係る標準宅地の時点修正率調査業務委託契約          

 

２．次の契約については不適切な表現があるので、注意されたい。 

（１）軽自動車税申告に係る業務委託契約 

     本契約書の第５条、｢契約保証金は、なし」という文言があるが、｢免除

する。｣という表現が適切である。 

    （２）平成２２年度家屋照合調査業務委託契約 

       本契約書の第４条、契約保証金の条項で｢損害賠償金｣という文言がある

が削除するべきである。 

   

３．軽自動車税納税通知書封筒、物品供給請書について 

（１）請書の納入場所が訂正されているが、訂正印は私印ではなく、請書と同一

印を使用するべきである。 

  （２）請書の契約保証金欄に適用条項が記入されていないので明記するべきであ

る。  

 

 

 



 

○ 納税課 

１．公共料金自動電話催告システムレンタル契約について  

  （１）随意契約の適用条項は、地方自治法ではなく地方自治法施行令とするべきで

ある。 

  （２）本来、契約書は市財務規則第１１５条に記載された条項を適用して契約書

を作成するべきであるが、契約保証金の記載がないことや適切ではないと思

われる表現が数箇所あり、契約締結する場合は慎重を期されたい。 

  （３）見積結果報告書の見積決定額は請負金額となるので税込額で記載するべき

である。 

   

 

○ 総務課、行政改革室、ＩＴ推進室、契約検査課については、指摘事項はありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


